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丸森町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、丸森町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条

例（令和３年丸森町条例第22号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例

による。 

（再生可能エネルギー） 

第３条 条例第２条第１号に規定する再生可能エネルギーは、次に掲げるものとす

る。 

⑴  太陽光 

⑵  風力 

⑶  水力 

⑷  バイオマス（動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用する

ことができるもの） 

（協議の届出） 

第４条 条例第10条第１項の規定による協議の届出は、再生可能エネルギー発電設

備設置事業協議届出書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して行うものと

する。 

 ⑴ 登記事項証明書（事業者が法人の場合） 

 ⑵ 住民票抄本（事業者が個人の場合） 

 ⑶ 事業計画書（様式第２号） 

⑷ 事業区域等状況調書（様式第３号） 

⑸ 説明会報告書（様式第４号） 

⑹ 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書（様式第５号） 

⑺ 別表に定める図書 

２ 条例第10条第２項の規定による変更の協議の届出は、再生可能エネルギー発電

設備設置事業変更協議届出書（様式第６号）に、変更に係る書類を添付して行う

ものとする。 

３ 事業者は、前２項の書類について正副２通を作成し、町長に提出しなければな

らない。 

（協議会の設置） 

第５条 町長は、条例第10条の規定による協議の届出があったときは、その内容を

審査し、必要と認めるときは、条例第13条第１項に規定する再生可能エネルギー

発電設備設置協議会（以下「協議会」という。）を設置し、意見を聴取するもの

とする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合は、協議会の意

見の聴取を要さないものとする。 

⑴  再生可能エネルギー発電設備の出力の合計が1,000キロワット未満又は事業
区域の面積が1万平方メートル未満のもの 

⑵  事業区域が条例第８条に規定する禁止区域及び条例第９条に規定する抑制 
区域に該当しないもの 

⑶ 自然環境及び生活環境に特段の影響を及ぼさず、かつ、住民等の理解が得ら 

れていると認められるもの 

（協議会の所掌事項） 

第６条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

⑴ 再生可能エネルギー発電設備の設置に伴う防災及び安全に関すること。 

⑵ 事業区域の良好な自然環境・景観の保全に関すること。 

⑶ 再生可能エネルギー発電設備の設置に伴う生活環境の保全に関すること。 

⑷ 行政区及び住民等との良好な関係性に関すること。 

⑸ 再生可能エネルギー発電設備の設置後の維持管理に関すること。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

  （協議会の組織） 

第７条 協議会は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 関係行政機関の職員 

  ⑶ 前２号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任することができる。 

（協議会の会長及び副会長) 

第８条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（協議会の会議) 

第９条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

（協議会の庶務) 

第10条 協議会の庶務は、町民税務課において処理する。 
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（事業内容等の軽微な変更） 

第11条 条例第11条第２項ただし書に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、

次に掲げるものとする。 

⑴ 事業区域の面積の縮小 

⑵ 事業区域（禁止区域及び抑制区域を除く。）の面積の１割未満の拡大 

⑶ 設計者又は工事施工者の変更 

⑷ 事業着手又は完了の予定日の変更 

（協議結果の通知） 

第12条 条例第13条第２項の規定による協議結果の通知は、協議結果通知書（様式

第７号）により行うものとする。 

２ 条例第13条第４項の規定による届出は、同意の条件に係る対応措置届出書（様

式第８号）により行うものとする。 

（事業の着手等の届出） 

第13条 条例第14条に規定する事業の着手等の届出は、工事（着手・完了・中止・

再開）届出書（様式第９号）により行うものとする。 

  （地位の承継） 

第14条 条例第16条の規定による地位の承継の届出は、事業承継届出書（様式第10

号）により行うものとする。 

 （維持管理に関する報告） 

第15条 条例第17条の規定による報告は、事業状況報告書（様式第11号）により行

うものとする。 

 （発電事業終了の届出） 

第16条 条例第19条の規定による発電事業終了の届出は、発電事業終了届出書（様

式第12号）により行うものとする。 

（立入調査証） 

第17条 条例第21条第２項に規定する証明書は、身分証明書（様式第13号）とす

る。 

（助言、指導又は勧告） 

第18条 条例第22条第１項の規定による助言又は指導は、助言・指導通知書（様式

第14号）により行うものとする。 

２ 条例第22条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第15号）により行うもの

とする。 

  （公表） 

第19条 条例第23条第１項の規定による公表は、丸森町公告式条例（昭和29年丸森

町条例第１号）に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により

行うものとする。 

（弁明の機会） 

第20条 条例第23条第２項の規定による弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通

知書（様式第16号）により行うものとする。 
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２ 前項の規定により通知を受けた事業者は、前条の公表に係る弁明をしようとす

るときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書（様

式第17号）により行わなければならない。 

（補則） 

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

図書の種類 備考 

１ 位置図及び現況写真  

２ 公図 説明に係る範囲、地番及び所有者を記入 

３ 土地利用計画図（配置図） 縮尺1000分の１以上 

４ 土地造成計画平面図 縮尺1000分の１以上 

５ 土地造成計画縦断図 縮尺縦100分の１以上、横1000分の１

以上 

６ 土地造成計画横断図 縮尺100分の１から200分の１まで 

７ 流量計算書  

８ 排水施設構造図  

９ 排水に係る放流承諾書  

10 反射光影響予測図 太陽光パネルによる周囲への反射光影

響範囲を予測した図面 

11 工事施工方法書（計画書） 作業方法及び工法を示した図書 

12 工事実施体制表 施主、工事施行者、保守管理者等を示し

た図書 

13 他法令等による許認可等を受けて

いる場合は、その写し 

 

14 維持管理計画書  

15 その他町長が必要と認める書類 住民等からの意見の申出により協議

を行った場合は、その協議状況（申出書

及び見解書の写しを添付） 

 発電事業終了に係る発電設備や施設

の撤去、処分及び原状回復に係る計画

（資金計画を含む。） 

備考 ７から14までの書類について提出できないときは、町の指示によるものと

する。 

 

 


